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・農業構造改革と
競争力強化

・農地の有効利用
と食料安定供給

・既存水利施設の
長寿命化と有効
活用への転換

・防災対策

・災害リスクの軽
減

現行計画の目標

「
い
の
ち
」
の
視
点

１ 現行土地改良長期計画を巡る情勢の変化と課題（再掲）

○意欲と能力のあ
る経営体の育成

○総合的な食料供
給基盤の強化

○安定的な用水供
給機能等の確保

○農業災害の防止
と安全・安心な
地域社会の形成
への貢献

課 題

○世界的な人口増・経済発展によ
る食料需要の増大

○我が国の食料自給率の低下

○地球温暖化問題に起因する世界
的なバイオ作物需要の増大

食料の自給を巡る懸念

情勢の変化

○ＷＴＯ、ＦＴＡ加速化への対応

○国内農産物の輸出の促進

国際化の進展

○農村地域人口や農家人口の減少

○社会保障ニーズの拡大に伴う社
会資本投資余力の減少

人口減少・高齢化社会

○温室効果ガスの影響による地球
規模の温暖化（IPCC第４次報
告）

○気候変動等の災害リスクの増大

環境問題

－１－

視 点

○農業水利施設の老朽化の進行、
突発事故の増加

水利ストックの老朽化

○グローバル化の進展の中、コスト縮減な
ど国内農業の体質強化が必要。

○輸出促進に向けた高品質、低コストな農
作物の生産が必要。

○体質強化に向けて、担い手への農地の
面的集積の推進が必要。

○世界の食料情勢が不安定な中、食料自
給率は先進国中最低水準。

○農村の過疎化・高齢化等による耕作放
棄地の増加。

○国民への食料の安定供給のため、優良
農地の確保と有効利用が必要。

○施設の老朽化がさらに進行。今後、更新
需要がさらに増大。

○人口減少、高齢化社会の進展による社
会資本整備投資余力の減少。

○既存施設の長寿命化、ライフサイクルコ
スト低減が必要。

○近年の自然災害の多発化による農地災
害等の発生。

○気候変動により、今後も災害リスクは増
大。



・減災対策の充実

・魅力ある地域づくり

自然との共生

景観の形成

有機性資源の循環

など

・農村協働力の維持
再生と農村の活性化

・ハードとソフトの連携
強化

現行計画の目標

「
循
環
」
の
視
点

「
共
生
」
の
視
点

課 題情勢の変化

○農業災害の防止と
安全・安心な地域
社会の形成への
貢献

○循環型社会の構
築に向けた取組

○自然と農業生産が
調和した豊かな田
園自然環境の創
造

○個性ある美しいむ
らづくり

○農村地域人口や農家人口の減少と
集落機能の脆弱化

○社会保障ニーズの拡大に伴う社会
資本投資余力の減少

○国民の農村への期待の高まり

人口減少・高齢化社会

○温室効果ガスの影響による地球
規模の温暖化（IPCC第４次報告）

○気候変動等の災害リスクの増大

○京都議定書（Ｈ20～Ｈ24）

○バイオマス等資源の循環利活用

地球規模の気候変動

○農林水産省生物多様性戦略の策定、
生物多様性国家戦略見直し

生物多様性の保全

○景観法と景観農振

農村景観保全への気運

視 点

○消費者の安全・安心志向の高まり

○輸入農産物への安全性の不安

食の安全・安心

○均質化による特色ある地域の喪失
の懸念

○農村の声の埋没の懸念

平成の大合併

○農村の過疎化高齢化等により災害
時の共助体制が脆弱化、地域防災
力が低下。

○防災情報を迅速かつ確実に伝える
防災情報システムやハザードマップ
の作成等が必要。

○京都議定書の発効等を踏まえ、バ
イオマスニッポン総合戦略を見直し。

○廃棄物系バイオマスの利用を推進
し、循環型社会の形成に寄与が必
要。

○田園地域や里地里山の特徴に配慮
し、水田や水路、ため池等の水と生
態系のネットワークの保全が必要。

○景観法が新たに施行。景観重要構
造物等の保全や景観と調和のとれ
た良好な営農条件の確保が必要。

○過疎化高齢化により農山漁村の活
力・農村協働力が低下。

○農山漁村活性化法により、定住・交
流を促進し農山漁村を活性化。

○地域の自主性自立性に基づく地域
づくりを推進する必要。

○多様な参画を得つつ地域共同の活
動を促進する必要。

－２－



○基盤整備と一体的
に担い手への農地
利用集積を推進

○優良農地の確保、
耕作放棄地の発生
防止等

○農業水利施設につ
いて既存の施設の
有効活用・長寿命化
に政策を転換

◆米政策改革推進対策

米の生産調整を円滑に実施するための対策

◆品目横断的経営安定対策

担い手に施策を集中化・重点化し、構造改革を
加速化するための対策

◆農地・水・環境保全向上対策

農村地域を面として活性化するための対策

○ ＷＴＯドーハ・ラウンドの平成19年中の妥結に向けて積極的に取り組んでいるところ。また平成21年初めにはＥＰＡ締結国が少なくとも３倍増
超（12か国以上）になることが期待されるところ。このため、担い手への施策の集中・重点化等を進めることによって、国際競争力の強化を図
る必要。

○一方、平成18年度には食料自給率が４０％から３９％に低下。このため、消費・生産の両面から成果を意識した戦略的な取組を強化する必要
があり、生産面では経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図る必要。

○このため、基盤整備と一体的な担い手への農地利用集積等を着実に推進していく必要。

ＷＴＯ

ＥＰＡ

２ 現下の緊急課題
２－１ 国際競争力の強化、食料自給率の向上に向けた担い手育成との連携

整合性
ある推進

農
業
の
体
質
強
化
の
加
速
化

農政改革３対策

・ドーハ・ラウンドのH19中の妥結

・H21初めにはＥＰＡ締結国が少
なくとも３倍増超を期待

・質の高いＥＰＡ締結を目指す
・国内農業構造改革
の進捗に配慮

・国際競争力
の強化

■食料自給率低下の主な要因
（４０％→３９％）

◆生産面
○砂糖の生産量の減少
○いも類・でんぷんの生産量の減少
○みかんの生産量の減少

◆消費面

○米の消費量の減少

○生産と消費の両面から
○成果を意識した戦略的取組

食
料
自
給
率
向
上
の
た
め
の

生
産
面
で
の
対
応

■効率的な農地利用の推進
○優良農地の確保及び耕作放棄地の解消
○担い手への農地の利用集積 など

■経営感覚に優れた担い手による需要に即した
生産の促進
（平成１９年度より品目横断的経営安定対策の導入）

○農産物の生産コストの低減や品質の向上

○消費者や食品産業の需要に的確に対応した
農産物の安定供給

◆食料自給率の向上と基盤整備

◆国際競争力の強化と基盤整備

・食料自給
率の向上

基盤整備

２１世紀
新農政２００７

基本方針２００７より

－３－
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農業水利ストック等の
更新・保全管理

H19

○基幹水利施設の老朽化が進行し更新需要が急速に高まっていることに起因して更新整備に必要な経費が増加している一方、今後、社会
資本整備投資余力は低下するものと見込まれているところから、施設の機能保全を効率的に進めるための新しい手法や技術の導入を図
ることが緊急の課題となっている。

○このため、ストックマネジメントを本格的に導入することによりライフサイクルコストを低減するとともに施設の長寿命化を図り、既存施設の
有効活用をさらに推進する必要。

－４－

ストックマネジメントの仕組み

予防保全への転換による
施設の長寿命化イメージ

対
策
工
事

計
画
作
成

機
能
診
断

調
査
・
評
価

日
常
管
理

耐用年数を超過する農業水利施設数の推移

◆◆更新需要の高まり更新需要の高まり

２－２ 農業水利施設のストックマネジメントによるライフサイクルコストの低減

更新整備を行うために必要な予算の試算

◆◆老朽化した施設での事故の発生老朽化した施設での事故の発生

左：管水路の破裂による
出水状況

右：管水路の破裂による
道路の陥没事例

農業農村整備予算
（Ｈ19以降は▲３％と仮定）

施設の長寿命化

従来の対応

施
設
機
能

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト

評価期間

評価期間

再建設

深刻な
機能低下

予防保全的な対応

補修
補修
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農
地
・
農
業
用
水
等
の
資
源

農
地
・
農
業
用
水
等
の
資
源

２－３ 農村協働力の維持再生とハードとソフトの連携強化

協定に基づき地域自らが行う
農地・農業用水等の適切な保全管理

◆多様な主体の参画による取組への支援

農地・水・環境保全向上対策 など

市
町
村

◆集落単位の取組への支援

中山間地域等直接支払制度 など

集落協定を
締結した農家等
（活動計画の作成等）

■水路の土砂あげ、補修

■棚田の保全 ■ため池の維持補修

■農道の道普請

○近年、過疎化や高齢化等農業・農村の情勢変化を受けて人々の信頼やネットワークといった農村の社会的特徴が衰退・変質し、地域活力
の減退を招いていると考えられるとともに、農地・農業用水等の資源の適切な保全管理が困難になってきていることから、農村協働力（ソー
シャル・キャピタル）を維持・再生することが喫緊の課題。

○このことから、これまでの農家・地域住民等による直営施工の推進に加えて、農地・農業用水等の保全管理について地域協定を結ぶ活動
主体に対する活動支援との連携を強化して農村協働力の優れた面を活用するとともに多様な主体の参画等による新たな農村協働力の形

成を図ることにより、 生産条件の改善と資源の適切な保全管理、コスト縮減などの相乗的な効果を発揮させる必要。

生産条件の改善された
農地・農業用水等

－５－

農村協働力の低下 基盤整備（ハード）と
ソフトとの連携

農村協働力の維持再生
合意形成の促進

共同作業への参加向上

ハード・ソフトの
相乗効果の発揮

■基盤整備の実施

■集落・地域共同による農地・農業用水等の保全管理活動

■優良な基盤

協定

・農家・集落・地域の
つながりの希薄化

・共同作業への不参加

・合意形成の困難化

・過疎化、混住化

・農家人口の減少

・農業集落の減少

・限界集落の増加

・担い手不足

・市町村合併

■多様な主体の参画による直営施工

全ての農業農村整備事業を対象
（例） ・小規模な水路の設置

・農道のコンクリート舗装
・暗渠排水 など

 

コンクリート舗装 親水水路の整備

農村協働力の向上

連携

農業集落
の活性化

コスト縮減 など



都
市
農
村
交
流

環
境
教
育
と
の
連
携

有
機
性
資
源
の
循
環

食
の
安
全
・
安
心

良
好
な
景
観
の
形
成

自
然
と
の
共
生

２－４ 生物多様性を保全し環境と共生する地域づくり

－６－

○かつては里地里山で普通に見られた多くの動植物種が絶滅の危機に瀕しており、生物多様性の保全が急務。

○一方、市町村の合併などを背景に、地域間格差が広がることや地域の特徴が失われたり農村の声が埋没することへの懸念があり、地域の
活力を取り戻すことが急務。

○このため、豊かな自然環境を始め、良好な景観、豊富な有機性資源など、農村の特徴を踏まえた上で、地域の創意工夫を活かした先進的
取組事例をモデルとして、自然と農業生産が調和した豊かな田園自然環境創造を全国展開し、魅力ある地域づくりを推進していく必要。

■
環
境
・
景
観
の
調
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

■
保
全
計
画
の
策
定

（田
園
環
境
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

な
ど
）

■
環
境
・
景
観
配
慮
型
の
設
計
・
施
工

■
地
域
住
民
の
参
画

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

［優良モデル］ 兵庫県豊岡市の「コウノトリと共生する地域づくり」

冬も田んぼに水を張って生きもの
を育む。冬鳥の休息地にもなる
◇事業主体 市
◇負担割合 県1/2、市1/2
◇交付単価 40,000円／10a

用水確保による水田の冬期湛水
コウノトリの餌となるドジョウ
などが生息する環境を転作田を
活用して整備
◇事業主体 市
◇負担割合 県1/2、市1/2
◇交付単価 54,000円／10a

水田ビオトープの設置

排水路から水田へドジョウ
等が移動できる魚道や魚巣
を設置
◇事業主体 県
◇負担割合 県1/2、市1/2

水田魚道の設置

農薬、化学肥料の使用を控え、安全
な農産物と生きものを同時に育む
◇事業主体

県
◇負担割合

県10/10
◇交付単価

35,000円／10a
無農薬水田

農地・水・環境保全向上対策により地域資
源を良好に保全する地域共同活動を実施
◇事業主体

農地･水･環境保全･推進協議会
◇負担割合 国1/2、県1/4、市1/4
◇交付単価 4,400円／10a

ヒガンバナの植栽

地域共同による農地・水等の保全

コウノトリ育む農法
修学旅行生の受け入れ

コウノトリ・ブランド コウノトリ・ツーリズム

環境創造型の基盤整備

田んぼの生きもの調査

豊
か
な
田
園
自
然
環
境
の
創
造「コウノトリと共生するまちづくり」は

水田づくりから

食と農の懇話会

コウノトリと共生する
自然景観・文化的景観

里
地
里
山
の
生
き
も
の
の
減
少

魅
力
あ
る
景
観
の
喪
失

等



視点 委員等の主な意見

※

論点整理委
員

地
方

１．農業構造改
革の推進・競
争力の強化

○土地改良事業の必要性を老朽化などの緊急性と、国際化などの必然性か
ら強く出す必要。

○自給率向上と土地改良事業の必要性との関係を深めることが必要。

○国産農産物供給の確保の必要性を国民に向けて発信すべき。

○食料の安定供給、安心・安全な農作物、安価な価格など、消費者の視点
を重視する必要。

○農地制度と土地改良長期計画は連動、整合する必要。

○基盤整備を通じてどれだけの担い手が確保されたのか、また今後確保す
るのかを示す必要。

○所得増加の視点も含め、法人化等新たな生産構造について検討が必要。

○畑作振興に向けた一層の努力が必要。

○一層の省力化のため大区画ほ場整備は重要。

○基盤整備が出来たからといって担い手が育っているとは限らないので、ソ
フトとハードをセットで取り組む必要。

○農地利用集積を進めるためＧＩＳなど情報インフラの整備も必要。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

・国際化、自給率低下の中で農業構造
改革を進めるため、生産コストの低減
等生産性の向上を図るとともに、

・引き続き担い手育成施策との連携を
進め、農地利用の質的向上に一層努
める必要があるのではないか。

２．既存水利施
設の長寿命化
と有効利用へ
の転換

○土地改良事業の必要性を老朽化などの緊急性と、国際化などの必然性か
ら強く出す必要。【再掲】

○施設が持つ多面的機能の維持は国民的な課題であり、ライフサイクルコス
トを考えながら、健全に更新整備・維持管理していくシステム作りが重要。

○地方財政が厳しい中、施設の老朽化には国民的な視点から取り組む必
要。

○混住化の中で、末端の維持管理については、これらが集落財産であるとい
う観点から、地域住民全体で対応する必要。

○中山間地域の施設の維持管理には低コスト技術の開発や効率的な管理
体制が必要。

○

○ ○

○

○

○

・ライフサイクルコストの低減を、国民
的課題としてとらえ、既存施設のス
トックマネジメントを早急に進めるとと
もに、

・これに必要な技術や体制を整備して
いく必要があるのではないか。

・また基幹水利施設から末端の施設ま
で一貫した水利システムの適切な維
持管理を促進し、多面的機能の発揮
を図っていく必要があるのではないか。

３ 土地改良長期計画を巡る論点の整理（素案）

－７－

※委員とは第１回、第２回農業農村振興整備部会での委員の意見
地方とは10.11～11.8に各地方農政局で実施された地方懇談会での意見



視点 委員等の主な意見 論点整理委
員

地
方

３．農地の有効
利用と食料供
給

○食料の安定供給、安心・安全な農作物、安価な価格など、消費者の視点
を重視する必要。【再掲】

○食料供給力を計画の中に位置づけして欲しい。

○全国一律ではなくて地域の特性を生かし、地域の実態に応じた整備が必
要。

○多様な農業形態を踏まえ、樹園地整備等を含めた視点が必要。

○高い耕地利用率を維持するためには排水関係の整備、再整備を進める
必要。

○基盤整備すれば耕作放棄がなくなるというのはもっとＰＲすべき。

○耕作放棄された棚田等を解消するには、管理上必要な手当てを助成する
ことが必要。

○中山間地域のため池が老朽化が進行しており、高齢化等で適切な管理
が厳しい状況。長期計画ではここに視点を置く必要。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

・中山間地域などの地域の特性を踏ま
えた整備に努めつつ、

・耕作放棄の発生防止を重視しながら、
引き続き農地の有効利用を進めるとと
もに、

・国民・消費者の視点から食料供給力
の強化に努める必要があるのではな
いか。

－８－



視点 委員等の主な意見 論点整理委
員

地
方

４．魅力ある地
域づくりと農
村の振興

自然との共生

景観の保全

有機性資源の循環

○豊岡市の「コウノトリの舞」のブランドが高く売れていることが重要であり、こ
うした先進モデルを普及させるべき。

○整備すると生き物がいなくなるという不安に対し、環境配慮していること（安
全・安心）を消費者・国民にPRすることが必要。

○水田のほ場整備による生産コストの削減はバイオ燃料の生産条件としても
重要。

○家畜排泄物のリサイクルの効果・成果をPRしても良い。

○今後、堆肥の選別が進むことから、集落排水汚泥コンポストも品質につい
て留意することが必要。

○次期長計では景観を大きな柱として欲しい。新しいものを美しく造るだけで
はなく、頭首工などが時間とともに周辺景観に溶け込むエイジングも評価し
てよいのではないか。

○次期計画では事業で多面的機能を増進させるということに積極的に取組
むべき。

○地域の活性化は土地改良のみではなく、ソフト対策など他の事業との連携
が必要ではないか。

○全国一律ではなくて地域の特性を生かし、地域の実態に応じた整備が必
要。【再掲】

○次期計画に市町村合併の影響を入れてほしい。新市のエリアが大きく、地
域の課題に取り組めない。

○国と地方の役割分担を計画の中に位置づけし、地方の自主性も重視して
国と地方が連携して計画を達成していくべき。

○都市化・混住化の中で、兼業小規模農家は農業生産のみならず、施設の
維持管理などでも重要であり支援が必要。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

・自然環境や良好な景観など、地域資
源を活かした魅力ある地域づくりを進
め、農業生産と調和した豊かな田園
自然環境の創造と循環型社会の形成
に一層努める必要があるのではない
か。

・この際には、地域の創意工夫を活か
すとともに、先進的な取組をモデルと
して全国に発信し、普及啓発を図って
いく必要があるのではないか。

・高齢者や小規模な農家も安心して生
活できる環境づくりを進めていく必要
があるのではないか。

－９－



視点 委員等の主な意見 論点整理委
員

地
方

５．地域の安全・
安心に向けた
防災対策と減
災対策の充実

○水田整備について、河川管理と連携し防災機能、治水機能を踏まえた幅
広い取組が重要。

○ストックの維持･長寿命化に加え、防災、温暖化の視点が重要。省庁が連
携して取り組む必要。

○中山間地域の農地保全の必要性等を耕作放棄や下流の災害防止の観
点から計画に盛り込んで欲しい。

○

○

○

・災害の多発、温暖化に伴う被災リスク
の高まりなどの状況を踏まえ、引き続
き十分な農地等の保全や防災対策を
講じるとともに、

・関係施策との一層の連携や、過疎化・
高齢化などに配慮し減災対策に取り
組む必要があるのではないか。

６．農村協働力
の維持再生・
ハードとソフト
の連携強化

○農村集落では混住化が進んでいるが、末端の用排水路や農道は集落の
環境に不可欠な財産であるという認識を確立し、集落内の非農家や都市住
民との交流等により地域住民全体で維持管理する必要。

○地域住民自らの創意工夫と努力の積み重ねによる豊かなむらづくりの結
果、都市との交流が進み、地域が活性化され、併せてコミュニティが再生し
ている事例が多い。

○地域の活性化は土地改良のみではなく、ソフト対策など他の事業との連携
が必要ではないか。 【再掲】

○事業コスト縮減のために、畦畔除去などの直営施工による土地改良事業
を検討するなど今後工夫が必要。

○集落営農、農地・水・環境保全向上対策を進める上で、マネジメントやコー
ディネートができる地域・集落のリーダーが必要。

○中山間地域の小水路の管理にはマンパワーを活かすような支援が必要。

○中山間地域等直接支払制度の重要性を強く出して欲しい。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

・農家・地域住民等による直営施工を
推進するとともに、

・基盤整備（ハード）と農地・農業用水等
の保全管理活動に対する支援（ソフ
ト）との連携を強化して農村協働力の
優れた面を活用するとともに多様な主
体の参画等による新たな農村協働力
の形成を図ることにより農地・農業用
水等の適切な維持管理に活用する必
要があるのではないか。

－１０－



視点 委員等の主な意見 論点整理委
員

地
方

７．その他 ○農地利用集積を進めるためＧＩＳなど情報インフラの整備も必要。 【再掲】

○情報化や技術開発により事業コストを低減する視点が必要。

○全国一律ではなくて地域の特性を生かし、地域の実態に応じた整備が必要。
【再掲】

○国と地方の役割分担を計画の中に位置付けし、地方の自主性も重視して国
と地方が連携して計画を達成していくべき。【再掲】

○地方財政が厳しい中、施設の老朽化には国民的な視点から取り組む必要。
【再掲】

○施設の改修について低コスト改修技術の確立が必要

○NPOと連携させる工夫が必要。

○基盤整備が出来たからといって担い手が育っているとは限らないので、ソフト
とハードをセットで取り組む必要。【再掲】

○

○

○

○

○

○

○

○

・施策の連携は、農業構造改革等
に必要な視点として一層重視す
べきではないか。

・情報化社会の進展に対応した取
組が必要ではないか。

・地方財政が厳しい中、地域の自
主性、地域特性に応じた整備、
国と地方の役割分担と連携、施
策の連携などの視点も必要では
ないか。

－１１－



論点整理（再掲）ポイント 対応方針（ポイント） 政策目標と留意点（ポイント）

１ ・国際化、自給率低下の中で農業構造改革を進めるため、生産コストの低減等
生産性の向上を図るとともに、

・引き続き担い手育成施策との連携を進め、農地利用の質的向上に一層努める
必要があるのではないか。

農業の体質を強化し、食料の自給と安定供給を支える視点農業の体質を強化し、食料の自給と安定供給を支える視点

・意欲と能力ある経営体への農地利用集
積率の向上

・特に面的集積の推進

・農業生産法人等の設立

・効率的かつ安定的な経営
体の育成と質の高い農地
利用集積

２ ・ライフサイクルコストの低減を、国民的課題としてとらえ、既存施設のストックマ
ネジメントを早急に進めるとともに、

・これに必要な技術や体制を整備していく必要があるのではないか。

・また基幹水利施設から末端の施設まで一貫した水利システムの適切な維持管
理を促進し、多面的機能の発揮を図っていく必要があるのではないか。

・基幹的な農業用用排水施設のストックマ
ネジメントの推進

・ストックマネジメント技術の確立と普及、
体制の整備

・農業水利施設のストックマ
ネジメントによる安定的な
用水供給機能等の確保

３ ・中山間地域などの地域の特性を踏まえた整備に努めつつ、

・耕作放棄の発生防止を重視しながら、引き続き農地の有効利用を進めるととも
に、

・国民・消費者の視点から食料供給力の強化に努める必要があるのではないか。

・耕地利用率の向上

・耕作放棄の発生防止と優良農地の確保

・湛水被害等の発生するおそれのある農
用地面積の減少

・農用地の確保と有効利用に
よる食料供給力の強化

・自然環境や良好な景観など、地域資源を活かした魅力ある地域づくりを進め、
農業生産と調和した豊かな田園自然環境の創造と循環型社会の形成に一層
努める必要があるのではないか。

・この際には、地域の創意工夫を活かすとともに、先進的な取組をモデルとして
全国に発信し、普及啓発を図っていく必要があるのではないか。

・高齢者や小規模な農家も安心して生活できる環境づくりを進めていく必要があ
るのではないか。

豊かな田園自然環境を創造し、安全・安心な社会の形成を図る視点豊かな田園自然環境を創造し、安全・安心な社会の形成を図る視点

４ ・生物多様性の保全など田園自然環境創
造の一層の推進

・魅力ある農村景観の保全と創造

・農業集落排水汚泥リサイクルの推進

・農業集落排水処理人口の拡大

・共生・循環を活かした魅力
ある地域づくりと豊かな田
園自然環境の創造

５ ・災害の多発、温暖化に伴う被災リスクの高まりなどの状況を踏まえ、引き続き
十分な農地等の保全や防災対策を講じるとともに、

・関係施策との一層の連携や、過疎化・高齢化などに配慮し減災対策に取り組
む必要があるのではないか。

・災害リスク情報の共有と防災対策との連
携

・減災の観点も重視した農業
災害の防止対策による安
全・安心な農村地域の形成
への貢献

農村協働力を活かし、農地・農業用水等の適切な保全管理を図る視点（横断農村協働力を活かし、農地・農業用水等の適切な保全管理を図る視点（横断

的視点）的視点）

６ ・農家・地域住民等による直営施工を推進するとともに、

・基盤整備（ハード）と農地・農業用水等の保全管理活動に対する支援（ソフト）と
の連携を強化して農村協働力の優れた面を活用するとともに多様な主体の参
画等による新たな農村協働力の形成を図ることにより農地・農業用水等の適
切な維持管理に活用する必要があるのではないか。

・多様な主体の参画による直営施工の推
進

・協定に基づく農地・農業用水等を保全す
る地域共同活動の拡大

・ハードとソフトの連携強化

・農村協働力を活かし、集落
等の共同活動を通じた農

・農業用水等の適切な保全
管理

－１２－

４ 対応方針と政策目標（ポイント・素案）



論点整理（再掲）ポイント 対応方針（ポイント） 政策目標と留意点（ポイント）

・施策の連携は、農業構造改革等に必要な視点として一層重視すべきではない
か。

・情報化社会の進展に対応した取組が必要ではないか。

・地方財政が厳しい中、地域の自主性、地域特性に応じた整備、国と地方の役
割分担と連携、施策の連携などの視点も必要ではないか。

事業実施の留意点

７ ・施策を実施する際に、横断的に留意す
べき事項

・施策連携の強化

・国と地方の役割分担と連携
強化

・地域の特性に応じた整備

・多様な主体の参加の促進

・事業評価の厳正な運用と透
明性の確保

・工期管理とコスト縮減

－１３－



連携

現行計画の政策枠組み

○国際化（WTO、EPA）

○自給率の低下

○施設の老朽化の進展

■国民・消費者の「いのち」を守る
農業・農村の基盤づくり

1. 意欲と能力のある経営体の育成

■「循環」を基調とした社会の構築

3. 安定的な用水供給機能等の
確保

■人と自然、都市と農村の「共生」
を実現

2. 総合的な食料供給基盤の強化
（農用地の確保と有効利用）

4. 農業災害の防止と安全・安心な
地域社会の形成への貢献

5. 循環型社会の構築に向けた取組

6. 自然と農業生産が調和した豊かな
田園自然環境の創造

7. 個性ある美しいむらづくり

次期計画の政策枠組み

１．効率的かつ安定的な経営体の育成と質の高い農地
利用集積

■農業■農業のの体質体質をを強化し、食料の自給と安定供給を強化し、食料の自給と安定供給を
支える支える視点視点

■農村協働力を活かし、農地・農業用水等の適切な■農村協働力を活かし、農地・農業用水等の適切な
保全管理を図る視点保全管理を図る視点（横断的視点）（横断的視点）

２．農業水利施設のストックマネジメントによる安定的な
用水供給機能等の確保

３．農用地の確保と有効利用による食料供給力の強化

６．農村協働力を活かし、集落等の共同活動を通じた
農地・農業用水等の適切な保全管理

４．共生・循環を活かした魅力ある地域づくりと豊かな
田園自然環境の創造

５．減災の観点も重視した農業災害の防止対策による
安全・安心な農村地域の形成への貢献

【喫緊の課題】

・施策連携の強化
・既存ストックの有効活用
・地域の特性に応じた整備
・多様な主体の参加の促進
・事業評価の厳正な運用と
透明性の確保
・工期管理とコスト縮減

事
業
実
施
の

留
意
点

５ 次期計画作成のフロー（素案）

■■豊かな田園自然環境を創造し、安全・安心な社会豊かな田園自然環境を創造し、安全・安心な社会
の形成を図る視点の形成を図る視点

○里地里山の生物多様性保全

○農村協働力の維持再生

○ハードとソフトの連携強化

－１４－

○農業構造改革

○農村振興、活性化戦略

○関連計画等

○情報化等

担い手施策、経営安定対策、
農地改革 など

国土形成計画、社会資本整備重
点計画、生物多様性国家戦略

など

・施策連携の強化

・国と地方の役割分担と連携強化

・地域の特性に応じた整備

・多様な主体の参加の促進

・事業評価の厳正な運用と透明性の確保

・工期管理とコスト縮減

事
業
実
施
の

留
意
点

○景観の保全・創造


